
41

• 諸外国においては多様なエコシステムが構築、発展、拡大
• 従来型のシリコンバレー型だけでなく、小都市における特徴的なエコシステム、未発達な規制

や中央の統制力を武器にした新たなベンチャーシステムなども急速に発展

国・地域 特徴

米（シリコンバ
レー）

• 世界最速で人・物・金が好循環するエコシステムの構築
• バーチャルとリアル、ニーズと技術を適切に結びつけたプラットフォーマーらが、破壊的イノベーションを創出
• 高度な軍事技術やセキュリティ技術を活用
• 失敗許容の文化、人種等の多様性
• 防衛、宇宙等における公共調達により政府が顧客となることでベンチャーを後押し（国全体）

カナダ（ウォー
タールー）

• ウォータールー大学において大学戦略の3本柱の一つに「ユニークな起業家創出」を掲げ、インターンを交
えた教育システム、起業家教育プログラムの実施、知財権の発明者への帰属等を実施。

中国（杭州、
深圳）

• 豊富なリソース（資金、人材）を武器に、国全体でハイテク企業向け税優遇措置や新興インターネット
企業への投資促進を行い、例えば杭州等でシェアリングエコノミーや電子決済が発達

• 深圳が製造業系ベンチャーの一大拠点化（調達から試作まで集約・高速化）
• 政府による強固なトップダウン政策

イスラエル
• 国による民間VCの支援、海外VCの誘致
• 高度な軍事技術やセキュリティ技術を活用（地政学的な要因もあり）
• 政府がやると決めたらやり抜く姿勢

アフリカ • 未発達な規制・規範、豊富な新規市場開拓可能性

英国 • 大学、大企業等が組み込まれて機能しているエコシステムの構築

ドイツ • 公的研究機関を中心としたエコシステムの構築（フラウンホーファー研究所など）
• 大小さまざまなクラスター政策

各国・地域の特徴

エコシステムの新潮流： 諸外国のベンチャーエコシステム
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エコシステムの新潮流： 都市のベンチャーエコシステム形成

（出所） 東京都 エコシステム検討会
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開業等の状況： 総合起業活動指数（起業者・起業予定者の割合）

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

米国 11.07 10.51 11.94 11.33 12.44 10.03 9.61 10.76 7.96 7.59 12.34 12.84 12.73 13.81 11.88

フランス 5.72 3.20 1.63 6.03 5.35 4.39 3.17 5.64 4.35 5.83 5.73 5.17 4.57 5.34

イタリア 9.11 5.90 3.19 4.32 4.94 3.47 5.01 4.62 3.72 2.35 4.32 3.43 4.42 4.87

イギリス 6.49 5.37 6.36 6.25 6.22 5.77 5.53 5.91 5.74 6.42 7.29 8.98 7.14 10.66 6.93

ドイツ 6.28 5.16 5.21 4.47 5.39 4.21 3.77 4.10 4.17 5.62 5.34 4.98 5.27 4.70

日本 3.10 1.81 2.76 1.48 2.20 2.90 4.34 5.42 3.26 3.30 5.22 3.99 3.72 3.83 4.80

中国 12.30 11.60 13.70 15.70 16.40 18.80 14.40 24.01 12.83 14.02 15.53 12.84
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n成人100人当たりの起業家の人数の割合である総合起業活動指数において、対象国（7ヵ国）の中で比較すると、
日本は平成13年以降継続して低い水準で推移している。

図表1 総合起業活動指数（Total Early- Stage Entrepreneurial Activity: TEA）

（注）TEAは成人人口100人当たりの（誕生期＋乳幼児期）の段階にある起業家の人数である。起業の具体的な準備をしている人と誕生後3年半未満の人の合計を成人人口100当たりの人数で示したもの。
（出所）経済産業省委託調査「平成27年度起業・ベンチャー支援に関する調査 起業家精神に関する調査」を基に作成。

（出所）内閣府「独立行政法人等の科学技術関係活動等に関する調査」を基に作成
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開業等の状況： 在学中の学生の起業意識の推移

（出所）2017年版「小規模企業白書」（平成29年4月 中小企業庁）

〔6〕学生の起業意識の変化
起業希望者全体に占める、在学中でかつ起業を希望している学生の割合と、起業準備者全体に占める、
在学中でかつ具体的に起業準備を行っている学生の割合について、経年の推移を見てみると、在学中の学
生の起業への意識が徐々に高まっていることが分かる。
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開業等の状況： 大学・公的研究機関発のベンチャー設立数

（出所）内閣府「独立行政法人等の科学技術関係活動等に関する調査」を基に作成

（注）平成21年度実績までは文部科学省科学技術・学術政策研究所の調査によるものであり、平成22年
度以降の実績は本調査によるものである。
平成21年度までの大学等発ベンチャーの設立数は、「活動中かつ所在が判明している大学等発ベン
チャー」に対して実施された設立年度に対する調査結果に基づき集計を行っている。なお、各年度の調査
で当該年度以前に設立されたことが新たに判明した大学等発ベンチャーについては、年度をさかのぼって
データを追加している。平成22年度以降のデータについては、当該調査年度に設立されたと大学等から
回答がなされた大学等発ベンチャー数のみを集計している。
設立年度は当該年の4月から翌年3月までとし、設立月の不明な企業は4月以降に設立されたものとして
集計した。
設立年度の不明な企業9社が平成21年度実績までにあるが、除いて集計した。

（出所）文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」を基に作成。

図表3 法人発ベンチャーの設立数と現在の状況（設立後の経過年数別）
（研究開発型法人）

図表1 大学発ベンチャーの設立数の推移（大学等）

（出所）内閣府「独立行政法人等の科学技術関係活動等に関する調査」を基に作成。

図表2 これまでに設立された法人発ベンチャーの件数（研究開発型法人）
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大学等｜平成17年度にピークとなり、一旦減少したが近年増加傾向。
n大学等ベンチャー設立件数は平成24年度以降再び増加傾向に転じ、平成27年度は95件となった。

研究開発型法人｜法人発ベンチャーの内、現在も独立して存続しているものは76%。
n平成27年度までの法人発ベンチャー設立件数は200件、現在も独立して存続しているものは151件（全体の76%）。
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VC投資の状況： ベンチャー投資の推移
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VC投資の状況： 米国のVC投資
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VC投資の状況： ベンチャー投資額の国際比較

（出所）「イノベーション・ベンチャー政策について」（平成29年2月23日 構造改革徹底推進会合資料）
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VC投資の状況： VC投資企業のEXIT

出典：「イノベーション・ベンチャー政策について」（平成29年2月23日 構造改革徹底推進会合資料）
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大企業の研究開発における外部連携の相手先

出典：「イノベーション・ベンチャー政策について」（平成29年2月23日 構造改革徹底推進会合資料）
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先端技術製品に対する政府調達
世界経済フォーラム（WEF： World Economic Forum）が公表している「先端技術製品に対す
る政府調達」のスコアは4点前後（満点：7点）で推移。
nWEFの世界競争力指標（Global Competitiveness Index）における科学技術イノベーションランキングのうち、

我が国の 「先端技術製品に対する政府調達」のスコアは4点前後で推移。
n我が国の順位は2012-2013（平成24-25）年は48位であったが、2015-2016（平成27-28）年は14位に

上昇し、2016-2017年は16位と前年より下降した。

（注）「先端技術製品に対する政府調達」はWEFが公表している世界競争力指標における主要な12の指標の一つとして位置づけられている。
（出所）World Economic Forum “The Global Competitiveness Report” を基に作成。

図表1 WEFのイノベーションランキングにおける、先端技術製品に対する政府調達に関する点数と順位
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（出所）内閣府「独立行政法人等の科学技術関係活動等に関する調査」を基に作成
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支援策の状況： 研究開発型ベンチャー支援の意義

• しかしながら、我が国では「研究開発型ベンチャー」を生み出すエコシステムがいまだ十分に機能
しておらず世界と格差が拡大

研究開発型ベンチャーに焦点を当てベンチャーエコシステムを構築すべき

第５期科学技術基本計画 （平成28年1月22日 閣議決定）（抜粋）
第５章（２）新規事業に挑戦する中小・ベンチャー企業の創出強化
技術シーズを短期間で新規事業につなげるようなイノベーションの創出は、市場規模の制約があり意思決定に時間を要する

大企業よりも、迅速かつ小回りの利く中小・ベンチャー企業との親和性が高い。（略）スピード感を損なうことなく市場創出につ
なげることができるよう、起業家の育成から起業、事業化、成長段階まで、それぞれの過程に適した支援を実施する。その際、
（略）ベンチャー関連施策を有機的に統合・連動させ、産学官が一体となって継続的及び効果的に中小・ベンチャー企業を
支援する体制を構築することが重要である。

第５章（２）③新規事業のための環境創出
国は、海外を含めたベンチャー・キャピタリストや、企業等における事業計画、マーケティング、販路開拓等の豊富な事業化ノウ

ハウを有する人材の知見を活用し、中小・ベンチャー企業のニーズに合わせた技術開発及び経営支援等や、研究開発型ベン
チャーの創出支援を行う取組を推進する。また、企業が他の企業等と連携することで、自らは事業化していない技術やアイデア
を基にしたスピンオフやカーブアウトベンチャーを設立する取組を促進する。さらに、（略）グローバルに展開するベンチャーを創出
するため、国は、エンジェル投資を促進する制度改善、大企業によるベンチャー企業への投資等の促進、多様な資金供給手法
を活用したリスクマネーの供給促進等を図る。

p 我が国の優れた研究・技術がイノベーションに結び付かないことが長年指摘
p 迅速で小回りの利く「研究開発型ベンチャー」はその導管となることから大学発ベンチャー支援を

始め様々な施策を実施
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支援策の状況： ベンチャー支援策の変遷

1990年代後半以降の主な動き
1997 商法改正（ストックオプション制度の本格導入）

※2001年：ストックオプション規制緩和、種類株式の種類拡大
エンジェル税制の創設（個人投資家への優遇措置） ※2008年：所得控除制度追加

1998 中小企業等投資事業有限責任組合法の制定（ファンド制度の設立）
1999 中小企業基本法の改正（政策体系の再構築）

中小企業技術革新制度の創設（日本版SBIR制度の導入）
産業活力再生特別措置法の改正（日本版バイドールの導入）

2005 有限責任事業組合（LLP法）の制定
2006 新会社法の施行（最低資本金規制の撤廃、合同会社（LLC）の導入）
2009 産業革新機構の設立
2010 中小機構による債務保証制度の運用開始
2015 官公需法の改正（創業10年未満の新規中小企業者の官公需への参入を促進）

出所）ベンチャー有識者会議（第1回）会議資料を基に内閣府作成

第1次ベンチャーブーム
（1972～1973）

研究開発型の製造技術
系ベンチャーが多く設立。

第2次ベンチャーブーム
（1982～1983）

店頭市場の公開基準の緩
和により、ベンチャー企業が
市場に進出しやすくなる。
流通・サービス業のベン
チャー企業が多数設立。

第3次ベンチャーブーム
（1993～2000）

バブル崩壊による経済停滞
の中で、ベンチャー支援策
充実により多数のベン
チャーが誕生。

ベンチャーに係る近年の主な報告書・提言等
2014 「ベンチャー有識者会議とりまとめ」 【経産省】 （制度改革、意識改革・起業家支援、大企業も含めたベンチャー創造）
2015 「「新たな基幹産業の育成」に資するベンチャー企業の創出・育成に向けて」 【経団連】（日本型「ベンチャー・エコシステム」の構築）
2016 「ベンチャー・チャレンジ2020」 【再生事務局】 （2020年を目標としたベンチャー・エコシステム）

「「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会」報告書」 【厚労省】
（医療系ベンチャーを育てるエコシステムの構築）

2017 「イノベーション推進のための経営行動指針」 【経済同友会】
（シーズ主導のベンチャー創出、ニーズ主導の新事業・ベンチャーによる新市場創造）

2018 「2017年度大学発ベンチャー調査 調査結果概要」 【経産省】

1990年代以降、我が国では下記のようなベンチャー支援策を実施。
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支援策の状況： ステージ別ベンチャー支援施策マップ

（出所）「ベンチャー・チャレンジ2020」（平成28年4月 日本経済再生本部決定）を基に、内閣府にて情報をアップデート

「起業」を
もっと身近に・簡単に!

「事業化」の資金・
ノウハウ提供します!

「成長」の機会
増やします！

＜起業家教育・人材育成＞
l初等中等教育における起業体験活動の普及促

進【文、財】
l高等教育における起業家教育普及促進

（EDGE-NEXT、起業家甲子園等）【文、経、
総】
l創業希望者向け創業スクール開催【経】
l女性起業家等支援ネットワークの構築【経】
l政府系金融機関による女性向け起業セミナー、

ビジネスコンペティション（日本政策金融公庫、
DBJ）【財】
lシリコンバレー派遣を通じたイノベーターの育成

（始動 Next Innovator） 【経】
l研究者等向けビジネスプラン研修（TCP）【経】
l起業家候補人材支援事業（NEP）【経】
l高度専門支援人材育成スキーム（SSA） 【経】
l地方の研究開発ベンチャー起業家候補の育成

（NEDOによる地方キャラバンの実施）【経】
l独創的なアイデアの実現を支援（未踏、異能

vation、S-Booster）【経、総、内】

＜起業家精神の啓蒙活動＞
lベンチャーを称える表彰制度（日本ベンチャー大

賞、 大学発ベンチャー表彰、Japan Venture 
Awards、起業家甲子園・万博、高校生ビジネス
グランプリ等）【経、文、総、財、各自治体】

＜本格テッキー系＞
lNEDOによる認定VCの出資を受ける研究開発型ベンチャーの実用化開発

支援（STS支援）【経】
lNEDOによる事業会社と共同研究を行う研究開発型ベンチャーの実用化

開発支援（SCA支援）【経】
lJSTによる大学研究者への民間人材のマッチングによる大学発ベンチャー創

出支援（START）【文】
lJSTによる研究開発型ベンチャーへの出資（SUCCESS）【文】
lNEDOによる新エネルギー分野、宇宙分野、AI分野、IoT分野のベンチャー

のFS・技術開発・事業化に係る一貫的支援【経】

＜IT系＞
l先進的プロジェクトの創出に向けた企業連携・資金・規制面からの集中支

援（IoT推進ラボ）【経(、総)】
lVC等の支援を受けるIT系ベンチャーの事業化を補助/モデルケース形成

（I-Challenge!等）【総、経】

＜ローカルビジネス系＞
l創業・第二創業に要する費用を補助【経】
l創業者向けの無担保又は低利での融資、資本性ローン（日本政策金融

公庫）【経、財】
l農林漁業における新産業創出・作業効率化のための新技術導入実証・支

援【農】

＜ライフサイエンス系＞
l バイオベンチャー等の育成支援、ベンチャー支援窓口・ワンストップ
相談窓口の設置【厚、経】

l AMEDによるスタートアップが産学連携・産産連携で行う医薬品や医療機
器、再生医療等製品、医療技術などの実用化支援（ViCLE事業）

＜生涯現役起業系＞
l 中高年齢者の起業について人材確保に要する費用の一部を助成【厚】

＜リスクマネー供給全般＞
l官民ファンド、政府系金融機関による出資・ハンズオン支援【経、農、文、環、

内、財】
l政府補助金による研究開発成果の事業化推進（SBIR制度における多段

階選抜の導入、政府調達への案件紹介等）【全府省】

＜海外との連携＞
lJ-Startupによる有望ベンチャーへの集中支援・海外

展開支援【経】
lシリコンバレーでの現地企業・VC等との交流機会の

提供（シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクト）
【経】

＜既存企業との連携＞
lベンチャー、既存企業やVCが参加する国内マッチング

イベント等の開催（オープンイノベーション・ベンチャー
創造協議会、NEDOピッチ、スペース・ニューエコノミー
創造ネットワーク（S-NET）、宇宙ビジネス投資マッ
チング・プラットフォーム（S-Matching）、新価値創
造展、起業家万博、イノベーション・ジャパン等）【経、
内、総、文】

＜政府との連携＞
l政府調達におけるベンチャーを含む新規中小企業者

の活用（官公需法、内閣府オープンイノベーション
チャレンジ等）【経、内】
l政府が保有するデータの開放促進（オープンデータ

2.0、カタログサイト整備、法人インフォメーションの活
用促進、大学発ベンチャーデータベース、ユースケース
創出等）【官房、内、総、経】
l特許の早期審査（特許・スーパー早期審査、特許・

面接活用早期審査）【経】
l柔軟な規制緩和制度（グレーゾーン解消制度、

新事業特例制度、新技術等実証制度（プロジェク
ト型「規制のサンドボックス」）の活用促進【経】
l安全保障分野へのベンチャーを含む新規企業参入の

機会提供（安全保障技術研究推進制度）【防】
l医療分野でのベンチャー参入（革新的医療機器の

承認申請コスト軽減等）【厚】


